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埼玉県保育協議会 令和８年度以降の会費の見直しについて 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

平素より本会事業の推進にご尽力を賜り、深謝申しあげます。 

さて、去る８月１日に開催いたしました、埼玉県保育協議会第１９１回理事会にお

きまして、「埼玉県保育協議会 会費改訂について」の協議がございました。 

この協議題は全国保育協議会令和６年度第１回協議員総会にて「全保協 組織強

化・財務状況健全化について」により、全国保育協議会の会費が令和７年度より改訂

され、現行の 5,000 円から 7,000円に増額されることに基づき、またあわせて、埼玉

県保育協議会の財務状況健全化を目指すため、審議されたものでございます。 

協議の結果、埼玉県保育協議会の会費は、令和８年度より、現在の 12,000 円から

15,000円となりますことを、御周知申し上げます。 

何卒御理解・御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

現在の会費（年間） 令和８年度からの会費（年間） 

会費規定 第２条 １施設 12,000円 会費規定 第２条 １施設 15,000円 

 

（添付資料）１ 埼玉県保育協議会 会費額の改訂の説明資料（裏面） 

  ２ 全国保育協議会 令和７年度以降の会費の見直しについて 

      ３ 組織強化・財務状況健全化～会費の値上げについて～ 

      ４ 組織強化・財務状況健全化に向けた取り組み 

       ～令和７年度からの全保協会費値上げおよびその使途について～ 
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埼玉県保育協議会 会費額の改訂の説明資料 

 

１ 経緯 

 令和６年６月２０日付全社児福発第１３５号「全国保育協議会 令和７年度以降の会費の

見直しについて」の文書にて、全国保育協議会の会費が５０００円から７０００円に値上げ

されることが通知された。また、本会の収支決算において単年度赤字が継続している状況か

ら、財務状況の健全化を目指し、会費額の改訂が第１９１回理事会にて検討された。 

 

２ 現状説明（令和５年度一般会計 単年度決算） 

【収入】合計  12,223,928円 

（内訳）会費 ＠12,000×783施設＝9,396,000円 

特別会計からの繰入金収入   224,410円 

その他収入        2,603,518円 

【支出】合計  13,030,164円 

（内訳）全保協負担金   3,910,000円（@5,000円×782施設（1施設は 3月入会）） 

その他事業費等  9,120,164円 

【令和５年度決算】（収入）－（支出）＝△806,236円 

 

３ 令和７年度以降の会計見込みについて（試算） 

（１）令和７年度（全国会費が 7,000円に改定） 

【収入】合計  12,223,928円（令和５年度決算と同額） 

【支出】合計  14,496,164円 

（内訳）全保協負担金    5,476,000円（@7,000円×783施設）1,566,000円増額 

その他事業費等   9,020,164円 

（令和５年度の支出額の内経費節減により 10万を減額） 

 （収入）－（支出）＝△2,272,236 ← 埼玉県保協 特別会計にて負担 

 

（２）令和８年度（埼玉県保育協議会会費を 15,000円に改定） 

【収入】合計  14,572,928円 

（内訳）会費 ＠15,000×783施設＝11,745,000円 

（@3,000円×783施設＝2,349,000円増） 

12,223,928円（令和 5年度収入額）＋増額分 2,349,000円＝14,572,928円 

【支出】合計  14,496,164円（令和７年度試算と同額） 

 （収入）－（支出）＝76,764 

 

４ 今後の事業について 

 本会会則第５条のとおり、「児童福祉の理念に基づき、県内保育関係者の連携を深めて保育

事業の進歩向上に努め、もって、地域社会福祉の進展に寄与すること」を目的とし、その達

成のために各種事業を行っております。（会則第６条参照） 

 今（令和６）年度より、「埼玉県のよりよい教育保育環境を作る検討会」と称し、県内保育

施設職員の資質向上に向けた検討委員会を特別委員会として発足・運営をし、次年度以降も

継続して実施予定です。 

 また、研修事業においては、今後も引き続き質の高い講義を受ける機会を設けるとともに、

より多くの参加者に受講していただけるよう、環境の整備も進めてまいります。 


